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松 田 町 直 接 請 求 に 係 る 請 求 者 署 名 簿 の 縦 覧 に 関 す

る 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 。

以 下 「 法 」 と い う 。 ） に 規 定 す る 直 接 請 求 に 係 る 請 求 者 の 署

名 簿 （ 以 下 「 署 名 簿 」 と い う 。 ） に つ い て 、 法 第 ７ ４ 条 の ２

第 ２ 項 （ 法 第 ７ ５ 条 第 ６ 項 、 第 ７ ６ 条 第 ４ 項 、 第 ８ ０ 条 第 ４

項 、 第 ８ １ 条 第 ２ 項 及 び 第 ８ ６ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 準 用 す  

る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 縦 覧 （ 以 下 「 縦 覧 」 と い う 。  

） を 実 施 す る こ と に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 縦 覧 の 場 所 及 び 時 間 ）   

第 ２ 条  縦 覧 は 、 松 田 町 選 挙 管 理 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い

う 。 ） が 指 定 し た 場 所 （ 以 下 「 縦 覧 場 所 」 と い う 。 ） に お い

て 、 委 員 会 の 事 務 局 の 職 員 （ 以 下 「 職 員 」 と い う 。 ） の 立 会

い の 下 に こ れ を 行 わ な け れ ば な ら な い 。   

２  縦 覧 を す る こ と が で き る 時 間 は 、 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後

５ 時 ま で と す る 。  

（ 縦 覧 を す る こ と が で き る 者 ）   

第 ３ 条  縦 覧 を す る こ と が で き る 者 は 、 委 員 会 に お い て 調 製 し

た 選 挙 人 名 簿 に 登 録 さ れ た 者 と す る 。   

（ 縦 覧 の 申 出 ）   

第 ４ 条  縦 覧 を し よ う と す る 者 は 、 松 田 町 直 接 請 求 者 署 名 簿 縦  

覧 申 請 書 （ 第 １ 号 様 式 ） を 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 縦 覧 の 受 付 は 、 先 着 順 と す る 。   

（ 縦 覧 の 方 法 ）   

第 ５ 条  前 条 の 規 定 に よ り 縦 覧 の 申 出 を し た 者 （ 以 下 「 縦 覧

人 」 と い う 。 ） は 、 署 名 簿 を 破 損 し 、 又 は 汚 損 す る こ と の な

い よ う 丁 寧 に 取 り 扱 う と と も に 、 署 名 の 加 筆 又 は 修 正 そ の 他

不 正 な 行 為 を し て は な ら な い 。  
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２  縦 覧 人 は 、 署 名 簿 の 複 写 （ 筆 記 に よ る も の を 含 む 。 ） 又 は

撮 影 を し て は な ら な い 。 た だ し 、 第 ９ 条 第 １ 項 の 異 議 の 申 出

を し よ う と す る 場 合 は 、 当 該 申 出 に 必 要 な 範 囲 に 限 り 、 筆 記

に よ る 複 写 を す る こ と が で き る 。  

３  前 項 の 規 定 に よ る 複 写 を し た 場 合 、 委 員 会 か ら 求 め が あ っ

た と き は 、 当 該 複 写 し た も の の 写 し を 委 員 会 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。  

４  署 名 簿 の 読 み 取 り は 、 黙 読 に よ り 行 う も の と す る 。  

（ 遵 守 事 項 ）   

第 ６ 条  縦 覧 人 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。  

（ １ ）  縦 覧 場 所 に お い て 私 語 、 談 話 、 拍 手 等 を し な い こ と 。  

（ ２ ）  縦 覧 場 所 に お い て 飲 食 又 は 喫 煙 を し な い こ と 。  

（ ３ ）  署 名 簿 を 縦 覧 場 所 の 外 へ 持 ち 出 さ な い こ と 。  

（ ４ ）  他 の 縦 覧 人 に よ る 縦 覧 を 妨 げ る こ と を 目 的 と し て 署

 名 簿 又 は 縦 覧 場 所 を 独 占 し な い こ と 。  

（ ５ ）  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 縦 覧 場 所 の 秩 序 を 乱

し 、 又 は 縦 覧 の 妨 げ と な る 行 為 を し な い こ と 。   

（ 秩 序 の 維 持 等 ）   

第 ７ 条  職 員 は 、 縦 覧 場 所 の 秩 序 の 維 持 及 び 署 名 簿 の 保 全 の た

め 必 要 と 認 め る と き は 、 縦 覧 人 に 対 し 必 要 な 指 示 を す る こ と

が で き る 。  

２  職 員 は 、 縦 覧 人 が こ の 要 綱 に 違 反 し た と き 、 又 は 前 項 の 指

示 に 従 わ な い と き は 、 当 該 縦 覧 人 に 対 し 縦 覧 を 一 時 中 止 す る

よ う 命 ず る こ と が で き る 。  

３  職 員 は 、 縦 覧 人 が 前 項 の 規 定 に よ る 命 令 に 従 わ な い と き は 、  

こ れ を 縦 覧 場 所 か ら 退 場 さ せ る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お

い て 、 当 該 縦 覧 人 は 、 速 や か に 退 場 し な け れ ば な ら な い 。  

４  委 員 会 は 、 縦 覧 場 所 の 秩 序 の 維 持 の た め 特 に 必 要 と 認 め る

と き は 、 警 察 官 の 待 機 又 は 出 動 を 要 請 す る こ と が で き る 。  

（ 個 人 情 報 の 保 護 ）   
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第 ８ 条  縦 覧 人 は 、 縦 覧 に よ り 知 り 得 た 個 人 情 報 を 当 該 縦 覧 の

目 的 以 外 に 利 用 し 、 又 は 他 人 に 漏 ら し て は な ら な い 。  

（ 異 議 の 申 出 ）   

第 ９ 条  署 名 簿 の 署 名 に 関 し 、 法 第 ７ ４ 条 の ２ 第 ４ 項 の 規 定 に

よ る 異 議 の 申 出 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 申 出 」 と い う 。 ） を

す る こ と が で き る 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 と

す る 。  

（ １ ）  当 該 署 名 簿 を 提 出 し た 法 第 ７ ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る

請 求 代 表 者  

（ ２ ）  前 号 の 請 求 代 表 者 の 委 任 を 受 け て 当 該 署 名 簿 に 署 名

す る こ と を 求 め る 者  

（ ３ ）  当 該 署 名 簿 に 署 名 し た 者  

（ ４ ）  当 該 署 名 簿 に 自 己 の 氏 名 が 記 載 さ れ て い る 者 （ 前 号

に 掲 げ る 者 を 除 く 。 ）  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 第 ２ 号 に 該 当 す る 者 に よ る

申 出 の 対 象 は 、 そ の 者 が 求 め た 署 名 に 限 る も の と す る 。  

３  申 出 を し よ う と す る 者 は 、 松 田 町 直 接 請 求 者 署 名 簿 の 署 名

に 関 す る 異 議 申 出 書 （ 第 ２ 号 様 式 ） を 委 員 会 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ０ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 縦 覧 の 実 施 に 関 し 必

要 な 事 項 は 、 委 員 会 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

こ の 告 示 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  


